
公示第３９号

一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準

平成３０年５月２５日

内閣府沖縄総合事務局長

一般乗用旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の法令違反について、道路

運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４０条、タクシー業務適正

化特別措置法（昭和４５年法律第７５号。以下「タク特法」という。）第５２条第１項及

び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関

する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「タクシー適正化・活性化法」という。）

第１７条の３第１項の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を行う場合は、平成３０

年７月１日以降の違反について、「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の

基準について」（平成２１年９月２９日付け国自安第６０号、国自旅第１２８号、国自整

第５４号）の基準に従って行う事とする。

なお、平成３０年６月３０日以前の違反行為については、「一般乗用旅客自動車運送事

業者に対する行政処分等の基準」（平成２１年９月３０日付け公示第６１号）の規定によ

り行政処分等を行うものとする。

また、旅客自動車運送事業関係行政処分審査委員会の設置については、別紙１、処分日

車数における処分車両数及び処分期間の配分は、別紙２に定める基準によりこれを決定す

るものとする。






